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○ 環 境 省 令 第 二 十 九 号 
土 壌 汚 染 対 策 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 九 年 法 律 第 三 十 三 号 ） 第 一 条 及 び 土 壌 汚 染 対 策 法

施 行 令 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 （ 平 成 二 十 九 年 政 令 第 二 百 六 十 九 号 ） の 施 行 に 伴 い 、 並 び に 土 壌 汚 染 対

策 法 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 五 十 三 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 土 壌 汚 染 対 策 法 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令

を 次 の よ う に 定 め る 。 

平 成 二 十 九 年 十 二 月 二 十 七 日 

環 境 大 臣 中 川 雅 治   

土 壌 汚 染 対 策 法 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 

土 壌 汚 染 対 策 法 施 行 規 則 （ 平 成 十 四 年 環 境 省 令 第 二 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る

規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重

傍 線 を 付 し た 規 定 （ 以 下 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 当 該 対 象 規 定 全 体 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る も の の よ

う に 改 め 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 後 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ
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を 削 り 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を

新 た に 追 加 す る 。 

改       正       後 改       正        前 

（ 使 用 が 廃 止 さ れ た 有 害 物 質 使 用 特 定 施 設 に 係 る 工 場 又 は 事  

業 場 の 敷 地 で あ っ た 土 地 の 調 査 ） 

第 一 条 土 壌 汚 染 対 策 法 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 五 十 三 号 。 以 下 「  

法 」 と い う 。 ） 第 三 条 第 一 項 本 文 の 報 告 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場

合 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 起 算 し て 百 二 十 日 以 内

に 行 わ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 当 該 期 間 内 に 当 該 報 告 を 行 う

こ と が で き な い 特 別 の 事 情 が あ る と 認 め ら れ る と き は 、 都 道 府 県

知 事 （ 土 壌 汚 染 対 策 法 施 行 令 （ 平 成 十 四 年 政 令 第 三 百 三 十 六

号 。 以 下 「 令 」 と い う 。 ） 第 九 条 に 規 定 す る 市 に あ っ て は 、 市

長 。 以 下 同 じ 。 ） は 、 当 該 土 地 の 所 有 者 等 （ 法 第 三 条 第 一 項 本 文

に 規 定 す る 所 有 者 等 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 申 請 に よ り 、 そ の 期

限 を 延 長 す る こ と が で き る 。 

一 ～ 三 （ 略 ） 

２ （ 略 ） 

 

（ 調 査 対 象 地 の 土 壌 汚 染 の お そ れ の 把 握 ） 

第 三 条 （ 略 ） 

（ 使 用 が 廃 止 さ れ た 有 害 物 質 使 用 特 定 施 設 に 係 る 工 場 又 は 事  

業 場 の 敷 地 で あ っ た 土 地 の 調 査 ） 

第 一 条 土 壌 汚 染 対 策 法 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 五 十 三 号 。 以 下 「  

法 」 と い う 。 ） 第 三 条 第 一 項 本 文 の 報 告 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場

合 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 起 算 し て 百 二 十 日 以 内

に 行 わ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 当 該 期 間 内 に 当 該 報 告 を 行 う

こ と が で き な い 特 別 の 事 情 が あ る と 認 め ら れ る と き は 、 都 道 府 県

知 事 （ 土 壌 汚 染 対 策 法 施 行 令 （ 平 成 十 四 年 政 令 第 三 百 三 十 六

号 。 以 下 「 令 」 と い う 。 ） 第 八 条 に 規 定 す る 市 に あ っ て は 、 市

長 。 以 下 同 じ 。 ） は 、 当 該 土 地 の 所 有 者 等 （ 法 第 三 条 第 一 項 本 文

に 規 定 す る 所 有 者 等 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 申 請 に よ り 、 そ の 期

限 を 延 長 す る こ と が で き る 。 

 一 ～ 三 （ 略 ） 
２ （ 略 ） 

 

（ 調 査 対 象 地 の 土 壌 汚 染 の お そ れ の 把 握 ） 

第 三 条 （ 略 ） 
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２ （ 略 ） 

一 （ 略 ） 
二 法 第 四 条 第 三 項 又 は 法 第 五 条 第 一 項 に 規 定 す る 命 令 に 基 づ き

土 壌 汚 染 状 況 調 査 を 行 う 場 合 当 該 命 令 に 係 る 第 二 十 七 条 又 は

令 第 四 条 第 一 項 の 書 面 に 記 載 さ れ た 特 定 有 害 物 質 の 種 類 

三 （ 略 ） 

３ ～ ６ （ 略 ） 

 

（ 土 壌 汚 染 の お そ れ が あ る 土 地 の 形 質 の 変 更 が 行 わ れ る 場 合  

の 都 道 府 県 知 事 の 命 令 に 基 づ く 土 壌 汚 染 状 況 調 査 に 係 る 特 例 ） 

第 五 条 調 査 実 施 者 は 、 法 第 四 条 第 三 項 に 規 定 す る 命 令 に 基 づ  

き 土 壌 汚 染 状 況 調 査 を 行 う 場 合 に お い て 、 当 該 命 令 に 係 る 同 条 第

一 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る 土 地 の 区 域 内 に 調 査 対 象 地 が 複 数 あ

る と き は 、 前 条 第 一 項 本 文 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 複 数 あ る 調

査 対 象 地 の 起 点 の う ち 最 も 北 に あ る も の （ 当 該 最 も 北 に あ る 起 点

が 複 数 あ る 場 合 に あ っ て は 、 そ の う ち 最 も 東 に あ る も の ） を 通 り

東 西 方 向 及 び 南 北 方 向 に 引 い た 線 並 び に こ れ ら と 平 行 し て 十 メ ー

ト ル 間 隔 で 引 い た 線 に よ り 当 該 複 数 あ る 調 査 対 象 地 を 区 画 す る こ

と が で き る 。 

 

（ 土 壌 汚 染 状 況 調 査 の 結 果 の 提 出 に 係 る 土 地 の 所 有 者 等 の 同 意 ） 

第 二 十 五 条 の 二 法 第 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 土 地 の 所 有 者 等 の 同

２ （ 略 ） 

一 （ 略 ） 

二 法 第 四 条 第 二 項 又 は 法 第 五 条 第 一 項 に 規 定 す る 命 令 に 基 づ き

土 壌 汚 染 状 況 調 査 を 行 う 場 合 当 該 命 令 に 係 る 第 二 十 七 条 又 は

令 第 四 条 第 一 項 の 書 面 に 記 載 さ れ た 特 定 有 害 物 質 の 種 類 

三 （ 略 ） 

３ ～ ６ （ 略 ） 

 

（ 土 壌 汚 染 の お そ れ が あ る 土 地 の 形 質 の 変 更 が 行 わ れ る 場 合  

の 都 道 府 県 知 事 の 命 令 に 基 づ く 土 壌 汚 染 状 況 調 査 に 係 る 特 例 ） 

第 五 条 調 査 実 施 者 は 、 法 第 四 条 第 二 項 に 規 定 す る 命 令 に 基 づ  

き 土 壌 汚 染 状 況 調 査 を 行 う 場 合 に お い て 、 当 該 命 令 に 係 る 同 条 第

一 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る 土 地 の 区 域 内 に 調 査 対 象 地 が 複 数 あ

る と き は 、 前 条 第 一 項 本 文 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 複 数 あ る 調

査 対 象 地 の 起 点 の う ち 最 も 北 に あ る も の （ 当 該 最 も 北 に あ る 起 点

が 複 数 あ る 場 合 に あ っ て は 、 そ の う ち 最 も 東 に あ る も の ） を 通 り

東 西 方 向 及 び 南 北 方 向 に 引 い た 線 並 び に こ れ ら と 平 行 し て 十 メ ー

ト ル 間 隔 で 引 い た 線 に よ り 当 該 複 数 あ る 調 査 対 象 地 を 区 画 す る こ

と が で き る 。 

 

 

（ 新 設 ） 
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意 は 、 同 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る 土 地 の 形 質 の 変 更 の 場

所 を 記 載 し た 書 面 に よ り 行 う も の と す る 。 

 

（ 特 定 有 害 物 質 に よ っ て 汚 染 さ れ て い る お そ れ が あ る 土 地 の  

基 準 ） 

第 二 十 六 条 法 第 四 条 第 三 項 の 環 境 省 令 で 定 め る 基 準 は 、 次 の 各 号

の い ず れ か に 該 当 す る こ と と す る 。 

一 ～ 五 （ 略 ） 

 

（ 特 定 有 害 物 質 に よ っ て 汚 染 さ れ て い る お そ れ が あ る 土 地 に 係

る 土 壌 汚 染 状 況 調 査 の 命 令 ） 

第 二 十 七 条 法 第 四 条 第 三 項 に 規 定 す る 命 令 は 、 次 に 掲 げ る 事  

項 を 記 載 し た 書 面 に よ り 行 う も の と す る 。 

一 法 第 四 条 第 三 項 に 規 定 す る 調 査 の 対 象 と な る 土 地 の 場 所 及 び

特 定 有 害 物 質 の 種 類 並 び に そ の 理 由 

二 法 第 四 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 報 告 を 行 う べ き 期 限 

 

（ 要 措 置 区 域 の 指 定 の 公 示 ） 

第 三 十 二 条 法 第 六 条 第 二 項 （ 同 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を

含 む 。 ） の 要 措 置 区 域 （ 同 条 第 四 項 に 規 定 す る 要 措 置 区 域 を い

う 。 以 下 同 じ 。 ） の 指 定 （ 同 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 場 合 に あ

っ て は 、 指 定 の 解 除 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） の 公 示 は 、 当

 

 

 

（ 特 定 有 害 物 質 に よ っ て 汚 染 さ れ て い る お そ れ が あ る 土 地 の  

基 準 ） 

第 二 十 六 条 法 第 四 条 第 二 項 の 環 境 省 令 で 定 め る 基 準 は 、 次 の 各 号

の い ず れ か に 該 当 す る こ と と す る 。 

一 ～ 五 （ 略 ） 

 

（ 特 定 有 害 物 質 に よ っ て 汚 染 さ れ て い る お そ れ が あ る 土 地 に 係

る 土 壌 汚 染 状 況 調 査 の 命 令 ） 

第 二 十 七 条 法 第 四 条 第 二 項 に 規 定 す る 命 令 は 、 次 に 掲 げ る 事  

項 を 記 載 し た 書 面 に よ り 行 う も の と す る 。 

一 法 第 四 条 第 二 項 に 規 定 す る 調 査 の 対 象 と な る 土 地 の 場 所 及 び

特 定 有 害 物 質 の 種 類 並 び に そ の 理 由 

二 法 第 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 報 告 を 行 う べ き 期 限 

 

（ 要 措 置 区 域 の 指 定 の 公 示 ） 
第 三 十 二 条 法 第 六 条 第 二 項 （ 同 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を

含 む 。 ） の 要 措 置 区 域 （ 同 条 第 四 項 に 規 定 す る 要 措 置 区 域 を い

う 。 以 下 同 じ 。 ） の 指 定 （ 同 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 場 合 に あ

っ て は 、 指 定 の 解 除 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） の 公 示 は 、 当
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該 指 定 を す る 旨 、 当 該 要 措 置 区 域 、 当 該 要 措 置 区 域 に お い て 土 壌

の 汚 染 状 態 が 土 壌 溶 出 量 基 準 又 は 土 壌 含 有 量 基 準 に 適 合 し て い な

い 特 定 有 害 物 質 の 種 類 及 び 当 該 要 措 置 区 域 に お い て 講 ず べ き 指 示

措 置 （ 法 第 七 条 第 三 項 に 規 定 す る 指 示 措 置 を い う 。 ） （ 法 第 六 条

第 五 項 に お い て 準 用 す る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 要 措 置 区 域 に お い

て 講 じ ら れ た 指 示 措 置 等 （ 法 第 七 条 第 三 項 に 規 定 す る 指 示 措 置 等

を い う 。 以 下 同 じ 。 ） ） を 明 示 し て 、 都 道 府 県 又 は 令 第 九 条 に 規

定 す る 市 の 公 報 に 掲 載 し て 行 う も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、

当 該 要 措 置 区 域 の 明 示 に つ い て は 、 次 の い ず れ か に よ る こ と と す

る 。 

一 ～ 三 （ 略 ） 

 

（ 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定 の 公 示 ） 

第 四 十 七 条 法 第 十 一 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 法 第 六 条 第 二 項 の

規 定 に よ り 、 都 道 府 県 が 行 う 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 （ 法 第 十 一 条

第 二 項 に 規 定 す る 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の

指 定 及 び そ の 解 除 の 公 示 は 、 当 該 指 定 及 び そ の 解 除 を す る 旨 、 当

該 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 、 当 該 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 に お い て 土

壌 の 汚 染 状 態 が 土 壌 溶 出 量 基 準 又 は 土 壌 含 有 量 基 準 に 適 合 し て い

な い 特 定 有 害 物 質 の 種 類 並 び に 第 五 十 八 条 第 四 項 第 九 号 か ら 第 十

一 号 ま で に 該 当 す る も の に あ っ て は そ の 旨 並 び に 指 定 の 解 除 の 公

示 の 場 合 に あ っ て は 当 該 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 に お い て 講 じ ら れ

該 指 定 を す る 旨 、 当 該 要 措 置 区 域 、 当 該 要 措 置 区 域 に お い て 土 壌

の 汚 染 状 態 が 土 壌 溶 出 量 基 準 又 は 土 壌 含 有 量 基 準 に 適 合 し て い な

い 特 定 有 害 物 質 の 種 類 及 び 当 該 要 措 置 区 域 に お い て 講 ず べ き 指 示

措 置 （ 法 第 七 条 第 三 項 に 規 定 す る 指 示 措 置 を い う 。 ） （ 法 第 六 条

第 五 項 に お い て 準 用 す る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 要 措 置 区 域 に お い

て 講 じ ら れ た 指 示 措 置 等 （ 法 第 七 条 第 三 項 に 規 定 す る 指 示 措 置 等

を い う 。 以 下 同 じ 。 ） ） を 明 示 し て 、 都 道 府 県 又 は 令 第 八 条 に 規

定 す る 市 の 公 報 に 掲 載 し て 行 う も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、

当 該 要 措 置 区 域 の 明 示 に つ い て は 、 次 の い ず れ か に よ る こ と と す

る 。 

一 ～ 三 （ 略 ） 

 

（ 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定 の 公 示 ） 

第 四 十 七 条 法 第 十 一 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 法 第 六 条 第 二 項 の

規 定 に よ り 、 都 道 府 県 が 行 う 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 （ 法 第 十 一 条

第 二 項 に 規 定 す る 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の

指 定 及 び そ の 解 除 の 公 示 は 、 当 該 指 定 及 び そ の 解 除 を す る 旨 、 当

該 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 、 当 該 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 に お い て 土

壌 の 汚 染 状 態 が 土 壌 溶 出 量 基 準 又 は 土 壌 含 有 量 基 準 に 適 合 し て い

な い 特 定 有 害 物 質 の 種 類 並 び に 第 五 十 八 条 第 四 項 第 九 号 か ら 第 十

一 号 ま で に 該 当 す る も の に あ っ て は そ の 旨 並 び に 指 定 の 解 除 の 公

示 の 場 合 に あ っ て は 当 該 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 に お い て 講 じ ら れ
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た 汚 染 の 除 去 等 の 措 置 を 明 示 し て 、 都 道 府 県 又 は 令 第 九 条 に 規 定

す る 市 の 公 報 に 掲 載 し て 行 う も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当

該 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 明 示 に つ い て は 、 第 三 十 二 条 後 段 の 規

定 を 準 用 す る 。 

 

（ 台 帳 ） 

第 五 十 八 条 （ 略 ） 

２ 法 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 要 措 置 区 域 が 指 定 さ れ た 場 合 、 又

は 法 第 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 が 指 定 さ

れ た 場 合 に は 、 都 道 府 県 知 事 は 、 当 該 要 措 置 区 域 又 は 形 質 変 更 時

要 届 出 区 域 に 係 る 前 項 の 帳 簿 及 び 図 面 を 調 製 す る も の と す る 。 

３ 法 第 六 条 第 四 項 又 は 法 第 十 一 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 要 措 置 区 域

等 （ 法 第 十 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 要 措 置 区 域 等 を い う 。 以 下 同

じ 。 ） の 全 部 又 は 一 部 の 指 定 が 解 除 さ れ た 場 合 に は 、 都 道 府 県 知

事 は 、 当 該 要 措 置 区 域 等 の 全 部 又 は 一 部 に 係 る 帳 簿 及 び 図 面 を 台

帳 か ら 消 除 し 、 法 第 六 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 同 条 第 一 項 の 指 定 が

解 除 さ れ た 要 措 置 区 域 （ 以 下 「 指 定 解 除 要 措 置 区 域 」 と い う 。 ）

又 は 法 第 十 一 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 同 条 第 一 項 の 指 定 が 解 除 さ れ

た 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 （ 以 下 「 指 定 解 除 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域

」 と い う 。 ） に 係 る 第 一 項 の 帳 簿 及 び 図 面 を 調 製 す る も の と す

る 。 

４ 第 一 項 の 帳 簿 及 び 図 面 で あ っ て 、 要 措 置 区 域 、 形 質 変 更 時 要 届

た 汚 染 の 除 去 等 の 措 置 を 明 示 し て 、 都 道 府 県 又 は 令 第 八 条 に 規 定

す る 市 の 公 報 に 掲 載 し て 行 う も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当

該 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 明 示 に つ い て は 、 第 三 十 二 条 後 段 の 規

定 を 準 用 す る 。 

 

（ 台 帳 ） 

第 五 十 八 条 （ 略 ） 

２ 前 項 の 帳 簿 及 び 図 面 は 、 要 措 置 区 域 等 （ 法 第 十 六 条 第 一 項 に 規

定 す る 要 措 置 区 域 等 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） ご と に 調 製 す る も の と

す る 。 

 

（ 新 設 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 第 一 項 の 帳 簿 及 び 図 面 で あ っ て 、 要 措 置 区 域 に 関 す る も の は 、
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出 区 域 、 指 定 解 除 要 措 置 区 域 又 は 指 定 解 除 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域

に 関 す る も の は 、 そ れ ぞ れ 区 別 し て 保 管 し な け れ ば な ら な い 。 
５ 要 措 置 区 域 等 に 係 る 第 一 項 の 帳 簿 は 、 少 な く と も 次 に 掲 げ る 事

項 を 記 載 す る も の と し 、 そ の 様 式 は 、 要 措 置 区 域 に あ っ て は 様 式

第 十 三 、 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 に あ っ て は 様 式 第 十 四 の と お り と

す る 。 

一 ～ 十 二 （ 略 ） 

６ 指 定 解 除 要 措 置 区 域 又 は 指 定 解 除 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 （ 以 下

「 指 定 解 除 要 措 置 区 域 等 」 と い う 。 ） に 係 る 第 一 項 の 帳 簿 は 、 少

な く と も 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 す る も の と す る 。 

一 指 定 解 除 要 措 置 区 域 等 に 関 す る 前 項 第 一 号 か ら 第 十 二 号 ま で

の 事 項 

二 要 措 置 区 域 等 の 指 定 が 解 除 さ れ た 年 月 日 

三 要 措 置 区 域 等 の 指 定 が 解 除 さ れ た 理 由 と な っ た 汚 染 の 除 去 等

の 措 置 

四 要 措 置 区 域 の 指 定 が 解 除 さ れ た と き に 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域

に 指 定 さ れ た 場 合 又 は 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定 が 解 除 さ れ

た と き に 要 措 置 区 域 に 指 定 さ れ た 場 合 に あ っ て は 、 そ の 旨 

７ 要 措 置 区 域 等 に 係 る 第 一 項 の 図 面 は 、 次 の と お り と す る 。 

一 ～ 三 （ 略 ） 

８ 指 定 解 除 要 措 置 区 域 等 に 係 る 第 一 項 の 図 面 は 、 次 の と お り と す

る 。 

形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 に 関 す る も の と 区 別 し て 保 管 し な け れ ば な

ら な い 。 

４ 第 一 項 の 帳 簿 は 、 要 措 置 区 域 等 に つ き 、 少 な く と も 次 に 掲 げ る

事 項 を 記 載 す る も の と し 、 そ の 様 式 は 、 要 措 置 区 域 に あ っ て は 様

式 第 十 三 、 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 に あ っ て は 様 式 第 十 四 の と お り

と す る 。 

一 ～ 十 二 （ 略 ） 

（ 新 設 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
５ 第 一 項 の 図 面 は 、 次 の と お り と す る 。 

一 ～ 三 （ 略 ） 

（ 新 設 ） 
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附 則 

こ の 省 令 は 、 土 壌 汚 染 対 策 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 附 則 第 一 条 第 二 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 （ 平

成 三 十 年 四 月 一 日 ） か ら 施 行 す る 。 

一 指 定 解 除 要 措 置 区 域 等 に 関 す る 前 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で の

図 面 
二 指 定 解 除 要 措 置 区 域 等 の 範 囲 を 明 示 し た 図 面 

９ （ 略 ） 

（ 削 る ） 

 

 

 

６ （ 略 ） 

７ 法 第 六 条 第 四 項 又 は 法 第 十 一 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 要 措 置 区 域

等 の 指 定 が 解 除 さ れ た 場 合 に は 、 都 道 府 県 知 事 は 、 当 該 要 措 置 区

域 等 に 係 る 帳 簿 及 び 図 面 を 台 帳 か ら 消 除 し な け れ ば な ら な い 。 


